
備　　　考

第 １２ 号生産緑地地区 約 ０．３６ ｈａ

第 ５３－１ 号生産緑地地区 約 ０．１２ ｈａ 分割による追加

第 ５３－２ 号生産緑地地区 約 ０．１３ ｈａ 分割による追加

第 ６８ 号生産緑地地区 約 ０．３３ ｈａ

第 ２００ 号生産緑地地区 約 ０．４３ ｈａ

第 ２８４－４ 号生産緑地地区 約 ０．１３ ｈａ

第 ３８８－１ 号生産緑地地区 約 ０．０７ ｈａ

第 ３９３ 号生産緑地地区 約 ０．５４ ｈａ

第 ４１６－４ 号生産緑地地区 約 ０．２０ ｈａ

第 ４２６ 号生産緑地地区 約 ０．１１ ｈａ

第 ４２７－１ 号生産緑地地区 約 ０．０７ ｈａ 分割による追加

第 ４２７－２ 号生産緑地地区 約 ０．０６ ｈａ 分割による追加

第 ４２８ 号生産緑地地区 約 ０．１４ ｈａ

第 ４３１ 号生産緑地地区 約 ０．１０ ｈａ

第 ４３２ 号生産緑地地区 約 ０．０８ ｈａ

第 ４３３ 号生産緑地地区 約 ０．１０ ｈａ

第 ４３６ 号生産緑地地区 約 ０．１３ ｈａ

第 ４３７－１ 号生産緑地地区 約 ０．０４ ｈａ 分割による追加

第 ４３７－２ 号生産緑地地区 約 ０．０６ ｈａ 分割による追加

第 ４３８ 号生産緑地地区 約 ０．０７ ｈａ

所沢都市計画生産緑地地区の変更（ 所沢市決定 ）

名　　　　　　称 面　　　積

１　所沢都市計画生産緑地地区中第１２号生産緑地地区ほか１５地区を次のように変更

する。

２　所沢都市計画生産緑地地区中第５３号、第１３４－１号、第１３４－２号、第２０

８号、第２２８号、第４１７－１号、第４１７－２号、第４２７号、第４２９号、第４

３０号、第４３４号、第４３５号及び第４３７号を廃止する。

３　所沢都市計画生産緑地地区中第５３－１号生産緑地地区ほか５地区を次のように追

加する。



第 ４３９ 号生産緑地地区 約 ０．０５ ｈａ

第 ４４０ 号生産緑地地区 約 ０．０６ ｈａ

  [位置及び区域は計画図表示のとおり]

理　由

　生産緑地法第１４条の規定に基づく行為制限の解除、土地区画整理事業地内の仮換地指定

により、所沢都市計画生産緑地地区を本案のとおり変更するものである。


